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（お願い）
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。

２．添付書類及び株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネットの
当社ウェブサイト（http : //www.bunkei.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させて
いただきます。

（証券コード９４７１）
平成２８年６月７日

株 主 各 位
岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目１番地

株式会社 文 溪 堂
代表取締役社長 川 元 行 雄

第６３期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第６３期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類を

ご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成２８年
６月２２日（水曜日）午後５時（当社営業時間終了の時）までに到着するよう、折り返
しご送付くださいますようお願い申しあげます。 敬 具

記
１．日 時 平成２８年６月２３日（木曜日）午前１０時
２．場 所 岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目１番地 当社本店８階会議室
３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第６３期（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）事
業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第６３期（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）計
算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役２名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
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（添 付 書 類）
事 業 報 告
平成２７年４月１日から（ ）平成２８年３月３１日まで

１．企業集団の現況に関する事項

� 事業の経過及びその成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、良好な雇用環境や所得環境の改善を背

景に、今後も緩やかに回復していくことが期待されております。しかしながら、
海外経済の減速や金融資本市場の変動などは先行きが不透明であり、日本経済へ
の影響が懸念されております。
教育界においては、文部科学省は昨年４月に、小学６年生と中学３年生を対象

にした平成２７年度の「全国学力・学習状況調査」を実施しました。この調査では、
国語、算数・数学の他に、３年ごとに行われる理科の調査も合わせて実施されま
した。昨年８月に公表された調査結果では、記述式の問題に課題が見られるもの
の、すべての教科で改善傾向が見られ、地域間の格差も縮小したと分析されてい
ます。
また、中央教育審議会の教育課程企画特別部会は、昨年８月に「論点整理」を

公表し、次期「学習指導要領」の方向性を示しました。子どもたちに育成すべき
資質や能力を育むためには、課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学びで
ある「アクティブ・ラーニング」とともに、各学校が設定する教育目標を実現す
るため、どのような教育課程を編成し、どのようにそれを実施・評価していくか
という「カリキュラム・マネジメント」の確立が必要だとしています。
中学校においては、平成２８年度から使用される新しい教科書の採択が決まり、

本年４月から使用されております。当社グループでは、新しい教科書に対応する
ため、中学校図書教材の改訂に全力で取り組んでおります。
このような情勢を背景に、当社グループは主力である小学校図書教材において

は、「学習指導要領」が目指す基礎・基本の定着と知識・技能を活用する力の育
成を念頭に、教育現場のニーズに応えた様々な改訂を行ってまいりました。また、
テスト教材やドリル教材の教師用に付属する指導と評価を支援するコンピュータ
ソフトを普及させたことで、教育現場の信頼を得てまいりました。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高１１，４２９，４０２千円（前年同期比１．５％

増）、営業利益５３８，１５１千円（前年同期比２２．９％減）、経常利益５８２，３４５千円（前年同
期比１６．５％減）、親会社株主に帰属する当期純利益３５６，４６９千円（前年同期比１７．８％
減）となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
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〔出 版〕
小学校では、現行の「学習指導要領」の全面実施から５年が経過しました。教

育現場では基礎的・基本的な知識や技能の定着はもとより、習得した知識や技能
を日常の課題解決のなかで活用できる力の育成に取り組んでいます。
また、各地域の教育委員会や学校では、昨年４月に実施された「全国学力・学

習状況調査」の結果を踏まえ、学力と人間力を備えた人材を育成するための施策
が進められています。
そのような状況のなか、小学校図書教材においては、教育現場の実態把握と多

様なニーズを的確に捉えたことにより、基礎・基本の確実な定着と、活用する力
を育み見取る教材が、教育現場から支持を得ることができました。
テストなどの評価教材では、テストの企画内容やテスト実施後の指導に役立つ

補助資料、年度末に１年間の学力の定着が確認できる企画が功を奏し、実績が増
加いたしました。
ドリルなどの習熟教材では、児童の学習目線に合わせ、基礎的な内容が着実に

学習できる企画に加え、教育現場の多様なニーズに合わせた付属教材の利活用を
啓発したことにより、実績が増加いたしました。
中学校図書教材においては、教育現場の要望を的確に捉えた英語教材が増加い

たしましたが、季刊物教材では、競争の激化や発注の分散化の影響もあり、実績
が減少いたしました。
この結果、当セグメントの売上高は７，７６０，０３１千円（前年同期比１．１％増）とな

りました。

〔教 具〕
小学校教材・教具においては、当社が高い市場占有率を誇る「裁縫セット」で

は、安全性・収納性・機能性の面で引き続き高い信頼を得ておりますが、児童の
趣向性の多様化などの影響もあり、実績が減少いたしました。
「画材セット」では、バッグに洗練されたデザインを採用したことや、保管方

法・収納性を工夫したことにより、実績が増加いたしました。
家庭科布教材の「エプロン」や「ナップザック」では、教科書の内容の変動に

より、実習時期に変化が見られましたが、地域の実情に合わせた企画やデザイン
を採用したことにより、実績が増加いたしました。
中学校・高等学校の家庭科教材ブランド「クロッサム」においては、新企画商

品を投入したことや、生徒の趣向に合ったデザインを積極的に取り入れたことに
より、実績が増加いたしました。
この結果、当セグメントの売上高は３，６６６，７０８千円（前年同期比２．５％増）とな

りました。

〔そ の 他〕
その他は、上記の報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、損害保

険代理業であります。売上高は２，６６２千円（前年同期比３．３％増）であります。
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� 設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資（無形固定資産を含む）の総額は２６９百万円であり

ます。その主なものは、建物改修費用３４百万円、ソフトウエアの購入１６２百万円
であります。

� 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

� 対処すべき課題
今後の経済の見通しについては、景気は一部に弱さも見られるものの、穏やか

な回復基調が続いております。政府はデフレからの脱却を確実なものとするため、
「産業競争力の強化に関する実行計画２０１６年版」を閣議決定するなど、引き続き
日本再興戦略を迅速かつ確実に実行していくとしています。
教育界では、学校教育制度の多様化や弾力化を推進するため、昨年６月に「学

校教育法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより９年間の義務教
育を一貫して行う「義務教育学校」の設置が可能となりました。義務教育学校で
は、本年４月から、各教育委員会の判断のもと地域の実情に合わせて、現在「６・
３制」となっている小学校と中学校の学年の区切りを、「５・４制」や「４・３・
２制」など柔軟に決定できるようになりました。
また、本年３月には、文部科学省から土曜授業の実施や朝学習・モジュール学

習の実施状況などをまとめた「平成２７年度公立小・中学校における教育課程の編
成・実施状況調査の結果について」が公表されました。今後は、専門性に基づく
チーム体制の構築、学校のマネジメント機能の強化、教職員一人ひとりが力を発揮
できる環境の整備などの視点に沿った諸施策が講じられていくものと思われます。
また、小学校では平成３２年度から導入される外国語活動や英語の教科化を見据

え、授業時数の確保に向けた検討が進められています。
このような情勢のなか、当社グループは教育現場から求められる様々な課題に

対処するために、児童・生徒を対象にした基礎・基本の定着と活用する力を育む
教材、情報活用能力を育成する教材、デジタル教材などの研究・開発や教師を支
援する教育書の充実を進めてまいります。さらに、当教育教材業界における先駆
的な企業グループとしての自覚を持ち、保護者の費用負担の軽減にも配慮しなが
ら、商品ラインナップの精選、製作コストの削減、諸経費の見直しに向けて積極
的に取り組むとともに、教育現場のニーズに合った教材の研究・開発にも力を注
ぎ、企業価値の向上を目指して努力してまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続き力強いご支援を賜りますよう、心から

お願い申しあげます。

― 4―



� 財産及び損益の状況
企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式を控除した株
式数）により算出しております。
２．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第２１号 平成２５年９月１３日）等
の適用により、当連結会計年度より「当期純利益」の科目表示を「親会社株主
に帰属する当期純利益」に変更しております。

区 分 平成２５年３月期 平成２６年３月期 平成２７年３月期 平成２８年３月期
（当連結会計年度）

売 上 高（千円） １０，８６３，２４１ １１，１６３，１９４ １１，２５１，０６０ １１，４２９，４０２
経常利益（千円） ５１８，３６３ ６６７，１２０ ６９７，８８７ ５８２，３４５
親会社株主に帰属する
当期純利益（千円） ２９５，３９３ ３６８，０８５ ４３３，９１４ ３５６，４６９

１株当たり当期純利益（円） ４６．４６ ５７．９０ ６８．２５ ５６．０７
総 資 産（千円） １５，８０５，５４８ １６，０５９，０１５ １６，７１８，６４１ １６，９２２，４６２
純 資 産（千円） １１，４４７，１２３ １１，６７９，０２４ １１，９９９，９４６ １２，０６９，２９３

� 重要な子会社の状況
� 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容
株式会社学宝社 １００，０００千円 １００．０％ 中学図書教材出版
株式会社ロビン企画 ３０，０００ １００．０

（１００．０） 学校用家庭科教材の製造
有限会社ブンケイ商事 ３，０００ １００．０ 損害保険代理業

（注）１．議決権比率欄の（ ）内は、子会社による間接所有の割合を内書きしており
ます。
２．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

� 重要な企業結合等の状況
特記すべき事項はありません。

� 主要な事業内容
出 版 小学校教育図書、中学校教育図書及び市販図書の製造、販売を行ってお

ります。
教 具 教材、教具の製造、販売を行っております。
その他 グループ全体の損害保険代理業務を行っております。
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� 主要な営業所
� 当社の事業所

本社（岐阜県羽島市）、東京本社（東京都文京区）、大阪支社（大阪府東大
阪市）、本社物流センター（岐阜県羽島市）

� 子会社
株式会社学宝社（愛知県名古屋市）、株式会社ロビン企画（岐阜県羽島市）、

有限会社ブンケイ商事（岐阜県羽島市）

� 従業員の状況
� 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減数
２５０名 ３名（減）

（注）当連結会計年度末日の従業員数を記載しております。

� 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減数
２０９名 ２名（減）

（注）当事業年度末日の従業員数を記載しております。

� 主要な借入先

借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 ９０，１６８千円

株 式 会 社 十 六 銀 行 ３０，０００千円

２．会社の株式に関する事項（平成２８年３月３１日現在）

� 発行済株式の総数 ６，３５７，０３６株（自己株式２４２，９６４株を除く）

� 株主数 ７８３名
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� 大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

有 限 会 社 清 林 溪 聲 会 ８８０，０００株 １３．８％

水 谷 清 吉 ５８４，０２４ ９．１
株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 ３１７，７００ ４．９
文 溪 共 栄 会 ３０６，８００ ４．８
文 溪 堂 従 業 員 持 株 会 ２７８，６０８ ４．３
株 式 会 社 十 六 銀 行 ２３５，０６０ ３．６
水 谷 雄 二 １９７，６７０ ３．１
水 谷 邦 照 １９４，０８２ ３．０
サ ン メ ッ セ 株 式 会 社 １９３，８００ ３．０
一般財団法人総合初等教育研究所 １６３，３８０ ２．５
（注）１．当社は自己株式を２４２，９６４株保有しておりますが、上記大株主からは除外し

ております。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
３．上記大株主の水谷清吉氏は平成２７年８月２８日に逝去いたしましたが、平成２８
年３月３１日現在、名義変更手続きが未了のため、株主名簿上の名義に基づき記
載しております。

３．会社役員に関する事項
� 取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長 水 谷 邦 照
代表取締役社長 川 元 行 雄
取締役副社長 水 谷 匡 宏 東京支店長・東京本社本部長
常 務 取 締 役 安 田 俊 治 編集・出版本部長
常 務 取 締 役 水 谷 泰 三 製作本部長、ICT事業本部長
取 締 役 岸 保 好 物流本部長
取 締 役 井 川 茂 営業本部長
取 締 役 渡 邊 明 彦 管理本部長
取 締 役 霜 鳥 秋 則
常 勤 監 査 役 日 比 治 男
監 査 役 後 藤 真 一 弁護士
監 査 役 南 博 昭 税理士
監 査 役 丹 羽 修

氏 名 変更後の地位 変更前の地位
水 谷 匡 宏 取締役副社長 専 務 取 締 役
安 田 俊 治 常 務 取 締 役 取 締 役
水 谷 泰 三 常 務 取 締 役 取 締 役

（注）１．取締役霜鳥秋則は社外取締役であります。
２．常勤監査役及び監査役全員は社外監査役であります。
３．当期中の役員の異動

平成２７年６月２５日開催の第６２期定時株主総会において、霜鳥秋則が取締役
に選任され、就任いたしました。

４．平成２７年５月１４日付で次のとおり取締役の地位について変更がありました。
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� 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額 摘 要
取 締 役 ９名 ２１４，８８６千円

監 査 役 ４ １４，０８２
合 計

（うち社外役員）
１３
（５）

２２８，９６８
（１６，９５７）

（注）１．第６２期定時株主総会（平成２７年６月２５日）において決議された取締役の報酬
額は年額２６０，０００千円以内、第５３期定時株主総会（平成１８年６月２９日）におい
て決議された監査役の報酬額は年額１８，０００千円以内であります。

２．上記の支給額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額３８，０００千円
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額２５，３３８千円

３．上記のほか、社外監査役が当社の子会社から受けた役員としての報酬等の総
額は、６００千円であります。

� 社外役員に関する事項
� 社外監査役の兼任の状況

監査役南博昭は株式会社学宝社の監査役を、常勤監査役日比治男、監査役
後藤真一は株式会社ロビン企画の監査役を兼務しております。

� 社外役員の主な活動状況

地 位
取締役会（１５回開催） 監査役会（１６回開催）

主な活動内容
出 席 回 数 出 席 回 数

取 締 役
霜 鳥 秋 則 １０

取締役会において、教育行政の
経験、見識に基づいて必要な発
言を適宜行っております。

常勤監査役
日 比 治 男 １４ １６

取締役会、監査役会において、教
育者としての経験に基づいて必
要な発言を適宜行っております。

監 査 役
後 藤 真 一 １４ １６

取締役会、監査役会において、弁
護士としての専門的見地から必
要な発言を適宜行っております。

監 査 役
南 博 昭 １５ １５

取締役会、監査役会において、税
理士としての専門的見地から必
要な発言を適宜行っております。

監 査 役
丹 羽 修 １５ １６

取締役会、監査役会において、
行政の経験、見識に基づいて必
要な発言を適宜行っております。

（注） 取締役霜鳥秋則は、平成２７年６月２５日開催の第６２期定時株主総会において選任
されたため、取締役会の開催回数が他の取締役と異なります。なお、就任後の取
締役会の開催回数は１１回であります。

５．監査役南博昭は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有するものであります。
６．当社は、社外取締役及び常勤監査役、監査役の全員を名古屋証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
７．当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で、
会社法第４２７条第１項の規定に基づき、会社法第４２３条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令に定める最低責任限度額としております。
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４．会計監査人の状況

� 会計監査人の名称
新日本有限責任監査法人

� 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
� 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 ２７，０００千円
� 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額 ２７，０００千円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する
報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておら
ず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記�の金額には、公認会
計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額を記載しております。

� 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報
酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえ
で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

� 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案
の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この
場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、
会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

� 会計監査人が過去２年間に受けている業務停止処分
当社の会計監査人は、平成２７年１２月２２日、金融庁から、契約の新規の締結に関

する業務の停止３ヶ月（平成２８年１月１日から同年３月３１日まで）の処分を受け
ました。

５．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他業務の適正を確保するための体制
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当社は、取締役会において、上記体制につき次のとおり決議しております。

内部統制システムの構築は、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ、内部統
制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適
法な企業体制を作ることを目的とする。

� 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務に係る文書・情報の取扱いは、社内規程に基づき、適正に保管・

管理を行う。

� 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
危機が発生した場合は、社内規程に基づき、速やかに対応する。

� 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
� 重要事項については多面的な検討を行い、慎重に決定するために経営会議で
審議する。

� 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行
状況の監督等を行う。

� 取締役は社内規程に基づき、分掌範囲で責任を持って職務を遂行する。

� 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
� 取締役及び使用人は、社内規程に基づき、法令を順守し、それぞれの立場で
自らの問題としてとらえて業務運営にあたる。

� 内部監査担当は、当社の全部署を対象とした業務監査を定期的に実施し、業
務の適正な運営・改善・能率の増進を図る。

� 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適
正を確保するための体制
� 社内規程に基づき、子会社の管理を明確にし、指導・育成を促進する。
� 当社は、毎月１回、当社の取締役会に子会社の社長を出席させ、子会社にお
ける重要な事象について報告させるとともに、対応を協議する。

� 監査役は社内規程に基づき、子会社に経営概況の報告を求め、必要な場合は
調査を行う。

� 子会社は、その事業の性質及び規模に応じて、事業や投資に関するリスクを
適切に管理し、当社は、当該子会社のリスク管理体制の運用を支援する。
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� 当社の内部監査担当は、監査計画に基づき定期的に子会社の内部監査を実施
し、業務改善指導を通じて、企業集団における業務の適正の確保に努める。

� 子会社は、その取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するため、当社の定める法令順守規程に従う。

� 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項
当社では現在、監査役の職務を補助すべき使用人は置いていないが、必要と要

望に応じて監査役の補助スタッフを置くこととし、その人事は取締役会と監査役
会の承認を得るものとする。

� 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、予め監査役会の承

認を得るものとし、当該使用人は監査役の指揮命令下に置くものとする。

� 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制そ
の他の監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
� 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従
い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。

� 前項の報告及び情報提供としての主なものは次のとおりとする。
・月次決算の状況
・経営会議決議事項及び取締役社長決裁事項のうち、特に重要な事項
・取締役及び監査役について、他社の取締役及び監査役の兼務の状況
・特に重要な事業計画の遂行状況
・財務に関する重要事項
・使用人及び給与に関する重要事項
・法務及び広報に関する重要事項
・環境保全等に関する重要事項
・子会社の収支状況
・各担当取締役が重要と認める事項

� 当社及び当社の子会社は、上記の報告を行った当社及び当社の子会社の役員、
使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不
利益な取扱いを行わないものとする。
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� 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該
職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をした

時は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに
当該費用または債務を処理するものとする。

� その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は社内規程に基づき、取締役及び会計監査人、内部監査担当と緊密な連

携を図り、的確な監査を実施する。

� 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
反社会的勢力・団体に対しては、総務部を窓口とし毅然とした態度で組織的に

対応を行う。また、これらの勢力・団体からの介入を防止するために、警察当局
等との緊密な連携を図るとともに、当社業務への関与を拒絶し、あらゆる要求を
排除する。

６．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

� コンプライアンスに対する取り組みについて
当社は、取締役副社長を委員長とし、社外取締役を含む全取締役、監査役、子

会社の社長、顧問弁護士、法務・渉外担当等で構成する順法推進委員会を毎月開
催し、法令等の順守状況を確認するとともに、経営に法律面のコントロール機能
が働くようにしております。また、当社役員及び使用人に対して、情報セキュリ
ティ、個人情報保護、インサイダー取引規制等に関する研修の実施や外部セミナ
ーに参加し、コンプライアンスに対する意識向上に向けた取り組みを行っており
ます。

� 取締役の職務執行について
取締役会は、当事業年度において１５回開催し、経営の基本方針や法令で定めら

れた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監
督する機関と位置付けて運用を図っております。また、経営会議は、社長以下の
取締役（社外取締役を除く）で構成され、毎月２回開催し、効率的な業務執行を
行うために、取締役会の付議事項に関する基本方針の事前審議及び経営活動に関
する重要事項を協議決定しております。
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� グループ会社の経営管理について
子会社の社長は、毎月１回、当社の取締役会に出席して、子会社の重要な事項

の報告及び対応を検討しております。また、子会社の社長も順法推進委員会に出
席し、法令等の順守状況の確認及びコンプライアンスに対する意識向上を図って
おります。

� 監査役の職務執行について
監査役は当事業年度において監査役会を１６回開催し、監査役会において定めた

監査計画に基づいた監査を行うとともに、取締役会、順法推進委員会など重要な
社内会議へ出席し、子会社を含めた営業概況や財産の状況、コンプライアンス体
制等の会社の重要情報に関する報告を受けており、客観的立場から取締役の職務
執行を監視しております。また、監査役は、会計監査人及び内部監査担当との情
報交換、取締役、部長からも適宜面談を実施し密接に連携して、監査の有効性・
効率性を高めております。

� 内部監査について
内部監査担当が、内部監査計画に基づいた業務監査等の実施、内部統制の有効

性の評価を行い、その監査結果につきましては監査役会、経営会議に報告してお
ります。

� 損失の危険の管理について
BCPプロジェクト委員会では、事業運営に大きな影響を与える可能性のあるリ

スクを適切に把握し、そのリスクの回避、軽減する措置の対応策等を検討してお
ります。

� 反社会的勢力の排除について
お取引先様の契約書等に反社会的勢力排除に関する条項を設けるとともに、反

社会的勢力の情報を収集する取り組みを継続的に実施しております。

７．決算期後に生じた企業集団の状況に関する重要な事実

特記すべき事項はありません。

◎以上のご報告は、次により記載しております。
１．記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。
２．２の�の比率は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（平成２８年３月３１日現在） （単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建物及び構築物
土 地
そ の 他

無形固定資産

ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

９，７４１，８６４

２，９０２，１００
１，３７６，３９５
８５０，０００
３，４３５，０２７
７０５，７６１
３２４，４５６
１０８，８０２
４２，７５２
△３，４３２

７，１８０，５９８

４，１５２，９７２

７０３，０１６
３，３１８，９４３
１３１，０１２

２９３，１８４

２８６，６６０
６，５２３

２，７３４，４４１

２，３０５，３３４
５９，９４０
３８７，７１１
△１８，５４５

（負 債 の 部）

流 動 負 債

支払手形及び買掛金
電 子 記 録 債 務
短 期 借 入 金
未 払 法 人 税 等
役員賞与引当金
返品調整引当金
そ の 他

固 定 負 債

長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
資 産 除 去 債 務
そ の 他

負 債 合 計

（純資産の部）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

退職給付に係る調整累計額

純 資 産 合 計

３，６７１，０３３

１，３５９，７２２
１，２１０，２２４
１４８，２９２
１４７，９０４
３８，０００
１４，０００
７５２，８８９

１，１８２，１３５

６，８７５
１１４，８９２
２７５，４６５
７５１，１３１
７，５３７
２６，２３２

４，８５３，１６９

１２，１６５，７０９

１，９１７，８１２

１，８３２，７３０

８，６４２，５０５

△２２７，３４０

△９６，４１５

４３，９７９

△１４０，３９４

１２，０６９，２９３

資 産 合 計 １６，９２２，４６２ 負 債 純 資 産 合 計 １６，９２２，４６２
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連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

平成２７年４月１日から（ ）平成２８年３月３１日まで （単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高
売 上 原 価

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益
営 業 外 収 益

受 取 利 息
受 取 配 当 金
受 取 賃 貸 料
受 取 保 険 金
保 険 配 当 金
雑 収 入

営 業 外 費 用
支 払 利 息
売 上 割 引
雑 損 失
経 常 利 益

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益
親会社株主に帰属する当期純利益

８，６３９
７，８９８
２７，１９８
４６，９１８
１，８５５
１０，８２３

１２２
５８，３８７
６３０

９０
３７，４４５

６，１８７

２３２，０９０
２５，１３４

１１，４２９，４０２
６，９６８，３３５
４，４６１，０６７
３，９２２，９１６
５３８，１５１

１０３，３３４

５９，１４０
５８２，３４５

３７，５３５

６，１８７
６１３，６９３

２５７，２２４
３５６，４６９
３５６，４６９
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連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

平成２７年４月１日から（ ）平成２８年３月３１日まで （単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株 主 資 本

合 計

当 期 首 残 高 １，９１７，８１２ １，８３２，７３０ ８，４１４，１３０ △２２７，３４０１１，９３７，３３４
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △１２８，０９４ △１２８，０９４
親会社株主に帰属する当期純利益 ３５６，４６９ ３５６，４６９

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － ２２８，３７４ － ２２８，３７４
当 期 末 残 高 １，９１７，８１２ １，８３２，７３０ ８，６４２，５０５ △２２７，３４０１２，１６５，７０９

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 １０４，４４７ △４１，８３５ ６２，６１２ １１，９９９，９４６
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △１２８，０９４
親会社株主に帰属する当期純利益 ３５６，４６９

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △６０，４６８ △９８，５５９ △１５９，０２８ △１５９，０２８

当 期 変 動 額 合 計 △６０，４６８ △９８，５５９ △１５９，０２８ ６９，３４６
当 期 末 残 高 ４３，９７９ △１４０，３９４ △９６，４１５ １２，０６９，２９３
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連 結 注 記 表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
� 連結子会社の数 ３社
� 連結子会社の名称

株式会社学宝社、株式会社ロビン企画、有限会社ブンケイ商事
� 非連結子会社の名称

該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は連結決算日と同一であります。

４．会計方針に関する事項
� 重要な資産の評価基準及び評価方法
�イ 有価証券

その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法

�ロ たな卸資産
商品、製品及び原材料については、移動平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっており、仕掛品
については、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）によっております。なお、連結子会社の一部のたな
卸資産については、売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法）及び最終仕入原価法による原価法（貸借
対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により評価し
ております。
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� 重要な減価償却資産の減価償却の方法
�イ 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、平成１０年４月１日以降取得した建物（建物
付属設備を除く）については、定額法によっております。なお、主な耐用年数
は、建物及び構築物の８～５０年であります。

�ロ 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における見込利用可能期間（５年）に基づいております。また、市場販売目的
のソフトウエアについては、残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額と
見込販売収益に基づく償却額のいずれか大きい金額を計上しております。

�ハ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
� 重要な引当金の計上基準
�イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。

�ロ 単行本在庫調整勘定
単行本の陳腐化による損失に備えるため、法人税法に規定する繰入限度相当

額を計上しております。
�ハ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
�ニ 返品調整引当金

将来の返品による損失に備えるため、法人税法に規定する期末売上債権を基
準とする繰入限度相当額を計上しております。

�ホ 役員退職慰労引当金
当社及び連結子会社である株式会社学宝社は、役員の退職により支給する退

職慰労金に充てるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して
おります。

� その他連結計算書類の作成のための重要な事項
�イ 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末
における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上して
おります。
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数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで
の期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

�ロ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（会計方針の変更に関する注記）
企業結合に関する会計基準等の適用
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第２１号 平成２５年９月１３日）、「連

結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第２２号 平成２５年９月１３日）及び「事
業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成２５年９月１３日）等を当連
結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更を行っております。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．製品より控除した単行本在庫調整勘定 １４８，９２５千円
２．有形固定資産の減価償却累計額 ３，１４５，３５８千円
３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産
建 物 ２００，８８７千円
土 地 ８８０，１０８千円
計 １，０８０，９９５千円

対応する債務
短期借入金 １４８，２９２千円
長期借入金 ６，８７５千円
計 １５５，１６８千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普通株式 ６，６００，０００ － － ６，６００，０００

（単位：株）

２．剰余金の配当に関する事項
� 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成２７年６月２５日
定時株主総会 普通株式 ７９，１４５ １２．４５ 平成２７年

３月３１日
平成２７年
６月２６日

平成２７年１１月１０日
取締役会 普通株式 ４８，９４９ ７．７０ 平成２７年

９月３０日
平成２７年
１２月４日

� 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額（千円）
１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

平成２８年６月２３日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 １０７，４３３ １６．９０ 平成２８年

３月３１日
平成２８年
６月２４日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
� 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産（預金、国債、社
債等）に限定し、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、
デリバティブ取引、投機的な取引は行わない方針であります。

� 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクがあり、有価証券及び

投資有価証券は、主に社債及び取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスク
があります。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが４か月

以内の支払期日であります。
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� 金融商品に係るリスク管理体制
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、不良債権リスク規程に従い、

営業部が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高
を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
ております。
投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に発行体の財

務状況等を確認し、四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）及び従業員の住宅貸付金に対する融

資（長期）であり、長期借入金の支払利息は固定金利により実行しております。
� 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要
因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が
変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
平成２８年３月３１日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものは含まれておりません。（（注）２．参照）

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

�現金及び預金
�受取手形及び売掛金
�有価証券及び投資有価証券

２，９０２，１００
１，３７６，３９５
３，１３６，４８９

２，９０２，１００
１，３７６，３９５
３，１４１，７３７

－
－

５，２４８
資産計 ７，４１４，９８６ ７，４２０，２３４ ５，２４８
�支払手形及び買掛金
�電子記録債務
�短期借入金
�未払法人税等
�長期借入金

１，３５９，７２２
１，２１０，２２４
１４５，０００
１４７，９０４
１０，１６８

１，３５９，７２２
１，２１０，２２４
１４５，０００
１４７，９０４
１１，０４０

－
－
－
－
８７１

負債計 ２，８７３，０２０ ２，８７３，８９２ ８７１

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産

�現金及び預金、�受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっております。
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�有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引

所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。譲渡性
預金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額によっております。
金銭信託については、短期間の運用のものは、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額によっております。長期間の運用のものは、将来
キャッシュ・フローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により
割り引いた現在価値によっております。
負 債

�支払手形及び買掛金、�電子記録債務、�短期借入金、�未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似して

いることから、当該帳簿価額によっております。
�長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行っ
た場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。な
お、長期借入金には一年以内に返済予定の長期借入金を含めております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 １８，８４５

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、「�有価証券及び投資有価証券」には含めており
ません。

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
１０年以内
（千円）

１０年超
（千円）

現金及び預金
受取手形及び売掛金
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
�社債
�その他

２，８９７，８８８
１，３７６，３９５

－
８５０，０００

－
－

９８０，０００
－

－
－

７１０，０００
１３６，９１４

－
－

１００，０００
－

合 計 ５，１２４，２８３ ９８０，０００ ８４６，９１４ １００，０００
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（注）４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 １４５，０００ － － － － －
長期借入金 ３，２９２ ２，５４５ ２，４２８ １，３２８ ２０４ ３６９
合計 １４８，２９２ ２，５４５ ２，４２８ １，３２８ ２０４ ３６９

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 １，８９８円５７銭
２．１株当たり当期純利益 ５６円０７銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社文溪堂の平成
２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又
は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国におい
て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬に
よる連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、株式会社文溪堂及び連結子会社からなる企業
集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以 上

独立監査人の監査報告書
平成２８年５月１３日

株 式 会 社 文 溪 堂
取 締 役 会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 田 豊 �印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 倉 持 直 樹 �印
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書 謄本

当監査役会は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第６３期事業年度
に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）に関して、各監査役の監査報告に基づき、審議の上、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、か
つ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
なお、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連
結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

平成２８年５月１６日

株式会社文溪堂 監査役会
常勤監査役 日 比 治 男 �
監 査 役 後 藤 真 一 �
監 査 役 南 博 昭 �
監 査 役 丹 羽 修 �

以 上

連結計算書類に係る監査報告書
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貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

（平成２８年３月３１日現在） （単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地

無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
そ の 他
貸 倒 引 当 金

８，９４６，３６８
２，８２８，１１０
１０，９３８

１，１８３，７５１
８５０，０００
３，１４５，０４４
４９９，９６１
３２３，１０３
５，１３０
９４，０６９
９，６９１

△３，４３２
６，４６７，７０３
３，５６３，７３１
５８５，８５０
２６，９８１
２２，６４９
２，７０６
１００，４５５
２，８２５，０８７
２３９，２２３
２３４，０１９
５，２０４

２，６６４，７４８
２，３０２，７７４
３，５９０
３７６，８００
△１８，４１６

（負 債 の 部）
流 動 負 債

支 払 手 形
買 掛 金
電 子 記 録 債 務
一年以内に返済予定長期借入金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
前 受 金
預 り 金
役員賞与引当金
返品調整引当金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

負 債 合 計
（純資産の部）

株 主 資 本
資 本 金
資本剰余金
資 本 準 備 金

利益剰余金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

自 己 株 式
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
純 資 産 合 計

３，１８７，０７８
３８１，９０６
６９０，１６８
１，２１０，２２４
３，２９２
２６４，９１２
１９８，９５１
１４５，７００
１４３，９２６
２４，４９１
３８，０００
１４，０００
７１，５０３
８５２，８７２
６，８７５
１１４，８９２
４５２，６６２
２５８，１３９
５，８９９
１４，４０３

４，０３９，９５０

１１，３３０，１４１
１，９１７，８１２
１，８３２，７３０
１，８３２，７３０
７，８０６，９３８
１２８，０２１

６，８３２
１９，３３３

６，１５０，０００
１，５０２，７５０
△２２７，３４０
４３，９７９
４３，９７９

１１，３７４，１２０

資 産 合 計 １５，４１４，０７１ 負 債 純 資 産 合 計 １５，４１４，０７１
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損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

平成２７年４月１日から（ ）平成２８年３月３１日まで （単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高
売 上 原 価

売 上 総 利 益
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益
営 業 外 収 益

受 取 利 息
有 価 証 券 利 息
受 取 配 当 金
受 取 賃 貸 料
受 取 保 険 金
保 険 配 当 金
雑 収 入

営 業 外 費 用
売 上 割 引
経 常 利 益

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益

２，０３８
６，５６７
２１，４４５
１０，３０１
４６，９１８
１，８４９
８，６１９

５２，６６７

９０
３７，４４５

１，３１１

２２６，２３６
△１８，０２１

１０，１５４，４８５
６，２７６，９３４
３，８７７，５５０
３，３６０，１７１
５１７，３７９

９７，７４０

５２，６６７
５６２，４５１

３７，５３５

１，３１１
５９８，６７６

２０８，２１４
３９０，４６１
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株主資本等変動計算書
平成２７年４月１日から（ ）平成２８年３月３１日まで （単位：千円）

株主資本

資 本 金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

買 換 資 産
圧縮積立金

固 定 資 産
圧縮積立金

当 期 首 残 高 １，９１７，８１２ １，８３２，７３０ １２８，０２１ ７，１９５ １８，８９５
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
買換資産圧縮積立金の積立 １５５
買換資産圧縮積立金の取崩 △５１８
固定資産圧縮積立金の積立 ４３８
当 期 純 利 益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － － △３６３ ４３８
当 期 末 残 高 １，９１７，８１２ １，８３２，７３０ １２８，０２１ ６，８３２ １９，３３３

株主資本
利益剰余金

自己株式
株主資本

合 計
その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 ６，１５０，０００ １，２４０，４５８ △２２７，３４０ １１，０６７，７７４
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △１２８，０９４ △１２８，０９４
買換資産圧縮積立金の積立 △１５５ －
買換資産圧縮積立金の取崩 ５１８ －
固定資産圧縮積立金の積立 △４３８ －
当 期 純 利 益 ３９０，４６１ ３９０，４６１
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － ２６２，２９２ － ２６２，３６７
当 期 末 残 高 ６，１５０，０００ １，５０２，７５０ △２２７，３４０ １１，３３０，１４１
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（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 １０４，４４７ １０４，４４７ １１，１７２，２２２
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △１２８，０９４
買換資産圧縮積立金の積立 －
買換資産圧縮積立金の取崩 －
固定資産圧縮積立金の積立 －
当 期 純 利 益 ３９０，４６１
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △６０，４６８ △６０，４６８ △６０，４６８

当 期 変 動 額 合 計 △６０，４６８ △６０，４６８ ２０１，８９８
当 期 末 残 高 ４３，９７９ ４３，９７９ １１，３７４，１２０
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
� 有価証券の評価基準及び評価方法
�イ 子会社株式

移動平均法による原価法
�ロ その他有価証券

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

� たな卸資産の評価基準及び評価方法
�イ 商品、製品、原材料

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法）によっております。

�ロ 仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
� 有形固定資産

定率法によっております。但し、平成１０年４月１日以降取得した建物（建物付
属設備を除く）については、定額法によっております。なお、主な耐用年数は、
建物及び構築物の８～５０年であります。

� 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内に

おける見込利用可能期間（５年）に基づいております。また、市場販売目的のソ
フトウエアについては、残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額と見込販
売収益に基づく償却額のいずれか大きい金額を計上しております。

３．引当金の計上基準
� 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。
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� 単行本在庫調整勘定
単行本の陳腐化による損失に備えるため、法人税法に規定する繰入限度相当額

を計上しております。
� 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
� 返品調整引当金

将来の返品による損失に備えるため、法人税法に規定する期末売上債権を基準
とする繰入限度相当額を計上しております。

� 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（１０年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しております。

� 役員退職慰労引当金
役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しております。
４．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
� 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表に
おけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

� 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

� 出版物の改訂年度の編集費用の処理方法
平成２７年度に改訂された教科書の使用期間は４年間の予定であります。そのた

め、出版物の改訂に伴う編集費用は、改訂初年度５０％、２年度３０％、３年度２０％
に按分して製品原価を計算しております。
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（貸借対照表等に関する注記）
１．製品より控除した単行本在庫調整勘定 １４８，９２５千円
２．有形固定資産の減価償却累計額 ２，８３１，３２４千円
３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産
建 物 １１１，０５７千円
土 地 ３８６，２５２千円
計 ４９７，３１０千円

対応する債務
一年以内に返済予定長期借入金 ３，２９２千円
長期借入金 ６，８７５千円
計 １０，１６８千円

４．関係会社に対する金銭債権、金銭債務は次のとおりであります。
関係会社に対する短期金銭債権 １７７千円
関係会社に対する短期金銭債務 ４，８１８千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

売上高 ４３９千円
仕入高 ５６，５９３千円
営業取引以外の取引高 １３，９８５千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数当事業年度減少株式数当事業年度末の株式数
普通株式 ２４２，９６４ － － ２４２，９６４

（単位：株）
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（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産
役員退職慰労引当金 ７７，３３２千円
退職給付引当金 １３５，６４５千円
有価証券評価損 ３５，３１４千円
貸倒引当金 ６，５６６千円
未払賞与 ４６，２１０千円
研究開発費 ４３７千円
未払社会保険料 ８，１８７千円
未払事業税 １１，２４９千円
減損損失累計額 ２６，０５１千円
関係会社株式評価損 ９９，８３７千円
資産除去債務 １，７６４千円
その他 ２８，１０８千円

繰延税金資産小計 ４７６，７０６千円
評価性引当額 △１８１，８１３千円
繰延税金資産合計 ２９４，８９３千円

繰延税金負債
土地譲渡損 △２９６，６３３千円
買換資産圧縮積立金 △２，９１６千円
固定資産圧縮積立金 △８，２５４千円
その他 △７，９１１千円

繰延税金負債合計 △３１５，７１５千円
繰延税金負債の純額 △２０，８２２千円
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 １，７８９円２１銭
２．１株当たり当期純利益 ６１円４２銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社文溪堂
の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第６３期事業年度の計算書類、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。こ
れには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から
計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、
我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証
拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、
不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の
作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に
公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明
細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以 上

独立監査人の監査報告書
平成２８年５月１３日

株 式 会 社 文 溪 堂
取 締 役 会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安 田 豊 �印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 倉 持 直 樹 �印
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監査役会の監査報告書 謄本

当監査役会は、平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第６３期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役の監査報告に基づき、審議の上、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
� 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施
状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
� 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を
図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監
査を実施しました。
� 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査
いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。
� 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業
集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
� 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成１７年１０月
２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算
書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び
その附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
� 事業報告等の監査結果
� 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。
� 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。
� 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職
務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

� 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

平成２８年５月１６日
株式会社文溪堂 監査役会
常勤監査役 日 比 治 男 �
監 査 役 後 藤 真 一 �
監 査 役 南 博 昭 �
監 査 役 丹 羽 修 �

以 上

監 査 報 告 書

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確立に努めるとともに、安定した利
益配当を継続的に実施することを最重要課題として位置づけており、従来からの
安定的な配当を行うことに加え、業績連動型の配当を行うことを方針といたして
おります。
具体的には、株主の皆様に対する利益還元をより一層充実させる観点から、文

溪堂単体の当期純利益の４０％相当額を目処に年間配当金総額を決定いたしており
ます。なお、利益水準にかかわらず最低年間配当金として、１株当たり７円５０銭
を目標といたしております。

期末配当に関する事項
第６３期の期末配当につきましては、前記の配当目標に基づき以下のとおりとさ

せていただきたいと存じます。
� 配当財産の種類

金銭といたします。
� 配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式１株につき１６円９０銭とさせていただきたいと存じます。この場
合の配当総額は、１０７，４３３，９０９円となります。なお、第６３期は、昨年１２月に実
施いたしました中間配当金１株につき７円７０銭を合わせますと、年間配当金は
１株につき２４円６０銭となります。

� 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成２８年６月２４日とさせていただきます。
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第２号議案 取締役２名選任の件
取締役水谷匡宏氏及び取締役安田俊治氏は、本定時株主総会終結の時をもって

辞任により退任いたします。つきましては、その補欠として取締役２名の選任を
お願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１
さ えき ちか し

＊佐 伯 睦 司
（昭和３３年８月２３日）

昭和５６年３月 当社入社
平成２１年１０月 当社編集企画室室長
平成２３年９月 当社編集部部長（現任）

１，０００株

２
しば た ゆう じ

＊柴 田 裕 司
（昭和３４年１０月３０日）

昭和５７年３月 当社入社
平成１９年８月 当社教具部部長（現任） １，０００株

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．＊印は新任候補者であります。

第３号議案 監査役１名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査役後藤真一氏は任期満了となります。

つきましては、あらたに監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
氏 名

（生年月日）
略歴、地位及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式の数

ご とう しん いち

後 藤 真 一
（昭和２２年８月２５日）

昭和４９年４月 法務省入省
昭和５３年４月 弁護士登録
昭和５６年４月 後藤真一法律事務所開設
昭和６３年２月 当社監査役（現任）
平成１０年４月 岐阜県弁護士会会長
平成１２年１０月 岐阜地方家庭裁判所調停委員（現任）

０株

（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．社外監査役候補者に関する特記事項
� 後藤真一氏は、社外監査役候補者であります。
� 後藤真一氏は、過去において会社経営には直接関与しておりませんが、昭和６３年２月
２５日から本定時株主総会終結の時まで、２８年間当社の監査役として在任しており、今後
とも弁護士としての見地に基づいて専門的な助言、指導等を期待しております。

３．独立役員に関する特記事項
後藤真一氏を、当社が上場する金融商品取引所（名古屋証券取引所）が定める一般株主

と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
４．賠償責任限定契約に関する特記事項

後藤真一氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第４２７条第１項の規定
に基づき、会社法第４２３条第１項の損害賠償責任について、法令に定める額を限度とする損
害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
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第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたします取締役水谷匡宏

氏及び取締役安田俊治氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定
の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと

存じます。
退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

みず たに ただ ひろ

水 谷 匡 宏

平成１３年６月 当社取締役
平成１７年６月 当社東京支店長・東京本社本部長（現任）
平成１９年５月 当社常務取締役
平成２４年６月 当社専務取締役
平成２７年５月 当社取締役副社長（現任）

やす だ しゅん じ

安 田 俊 治
平成２３年６月 当社取締役
平成２５年９月 当社編集・出版本部長（現任）
平成２７年５月 当社常務取締役（現任）

以 上
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名鉄羽島線

岐阜南濃
線

県道大垣一宮線

岐阜羽島岐阜羽島ICIC岐阜羽島IC
文溪堂

サークルＫ　
　　　●

　●
アンディアーモ
パルテンツァホテル

　●　●
市民会館市民会館
　●
市民会館

東
海
道
新
幹
線

名神高速道路

至
一
宮
I
C

至
大
垣
I
C

至大垣市

至岐阜市

至一宮市

岐阜県立看護大学

新羽島駅新羽島駅新羽島駅

岐阜羽島駅岐阜羽島駅岐阜羽島駅 　●
　　サークルＫ

セブンイレブンセブンイレブン
●
セブンイレブン

株主総会会場ご案内図

会 場 岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目１番地

当社本店 �（０５８）３９８－１１１１

ＪＲ東海道新幹線 岐阜羽島駅から徒歩約２０分

名 鉄 羽 島 線 新 羽 島 駅から徒歩約２０分

名 神 高 速 道 路 岐阜羽島ＩＣから車で２分
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